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１．２０２４年度 活動報告

【運営委員会】
２０２４年 ４月２０日 ２０２４年度 第１回運営委員会
２０２５年 ４月２６日 ２０２５年度 第１回運営委員会（紙面開催）

【総会】
２０２５年 ５月０９日 ２０２４年度 第４９回総会（紙面開催）（予定）

【広報】
・「みなみおおや図鑑」みなみおおやだより創刊号として教職員紹介冊子の発行（６月６日）
・「みなみおおやだより」年 8 回程度配信・学校 HP への掲載（6・7・9・10・11・1・2・3 月）

【企画】
・ みなみおおやまつり ９月２８日開催
・ 文化行事開催《楽しく体操チャレンジ！！（２月５日）》

【地区】
通年業務
・ ポイント立ち当番表作成、テトル配信、問合せ対応
・ 会員名簿管理（ポイント立ち当番表用）
・ 地域の交通ボランティア管理、登録書作成・管理
・ 横断旗の点検、補充等 管理

月別業務
４月 「子ども 110 番の家」「83 運動」「自転車パトロール」募集

腕章配布（新入生）
５月 交通ボランティアさんへ保険関係書類等郵送
６月 住居表示変更に伴い、交通ボランティア登録書を新規作成

子ども 110 番の家等、新規申し込み者対応（看板、プレート等配布）
７月 交通ボランティアさんへプレゼント配布(熱中症対策グッズ）

夏休み前マナーアップお手紙配信
９月 「子ども１１０番の家」継続確認のお願い、はがき送付

交通ボランティア 近況確認
１１月 通学路危険箇所合同点検実施→報告書（暫定版）作成（みなみおおやだより 1 月号掲載）
２月 ポイント立ちに関するアンケート実施

危険箇所の看板（ポスター）２箇所撤去
交通ボランティアさんへのメッセージカード作成依頼(２・３年生)、アルバム作成

３月 交通ボランティアさん感謝の会 開催
腕章廃棄についてテトル配信（６年生保護者向け）、新入生セット作成

４月 引継ぎ資料作成、ポイント立ち当番表用の名簿作成、25 年度役員へ引継ぎ(～５月)



【町田市青少年健全育成地区委員会】
＜町田東地区委員会＞
・役員会、定例会年各６回開催（町田第六小学校）
・ ９月２８日 みなみおおやまつり（ギネスに挑戦）
・１１月 ２日 せりぼうで遊ぼう（雨天中止）
・ １月２９日 広報紙「まちだひがし」６０号発行（年１回）
・ギネスに挑戦（２月１日高ヶ坂小学校、２月１５日町田第六小学校）

＜南第二地区委員会＞
・運営員会６回、編集会議６回開催
・広報誌「かるがも」年３回（７月、１２月、３月）発行
・ ８月３１日 夏休み子ども花火大会（雨天中止）
・ ９月１１日 PTA との交流会出席
・ ９月２８日 みなみおおやまつり（きらきらストラップブース出店）
・１１月 ２日 ふれあい子どもまつり（雨天中止）
・ １月１８日 委員研修会出席
・ ３月 １日 ふれあい子ども交流会（成瀬コミュニティーセンター）

＜玉川学園地区委員会＞
・定例会全６回、運営部会１０回
・広報誌「絆」年２回（７月、３月）発行
・なかよし公園清掃実施
・７月２６日、２７日玉川学園商店会夏祭り ヨーヨー釣りブース出店
・１０月２３日秋の子どもまつり（町田第五小学校）、実行委員会全４回
→会場の町五小が衆議院議員選挙の投票所になったため１２月８日に延期し実施

・１１月２日、３日玉川学園コミュニティーセンターまつり
・２月１日野外イベント「たき火をやろう！～やきいも＆もちばな作り～」をころころ児童館裏
３丁目子ども広場で開催

・ぴよたまの会 年７回

【本部役員会】
校内活動
・役員会実施年６回
・「みなみおおやだより」作成・配信（年８回）
・ベルマーク回収・集計・財団への送付（年１回）
・マナーアップ運動

５月１０日 第４８回定期総会（書面表決）
５月１５日 活動運営費集金
９月２８日 みなみおおやまつり

１１月 ６日 子ども 110 番の家めぐりイベント開催
１１月１３日 給食運営協議会（南大谷小）出席



１０月２６日 運動会（パトロール・準備・受付・片付け）
１２月１４日 学習発表会手伝い
２月 １日 新入生説明会に出席（父母教活動についての説明）
３月２１日 会計監査
３月２４日 南大谷小学校卒業式列席
４月 ７日 南大谷小学校入学式受付・列席
４月２６日 第一回運営委員会
４月３０日 第４９回定期総会（書面表決）

校外活動

４月 ９日 南大谷中学校入学式
５月 ８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区運営委員会担当決めと打合せ
５月２４日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区定例会各学校・各団体情報共有と事業報告、決算、

人事案、年間事業計画、予算の承認、今後のスケジュール確認
５月２９日 青少年健全育成地区委員会町田東地区定例会各学校・各団体情報共有と事業報告、決算、

人事案、年間事業計画、予算の承認、今後のスケジュール確認
６月 １日 南大谷中学校体育祭
７月１２日 青少健健全育成地区委員会玉川学園夏祭り、子どもまつりについて
７月２６日 青少健健全育成地区委員会玉川学園夏祭りお手伝い
７月２７日 青少健健全育成地区委員会玉川学園夏祭りお手伝い
８月２１日 青少健健全育成地区委員会玉川学園秋のこどもまつりについて
９月２５日 青少年健全育成地区委員会町田東地区定例会出席

１０月１８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区秋のこどもまつり実行委員会出席
１１月 ２日 青少年健全育成地区委員会町田東地区事業「せりぼうで遊ぼう」雨天中止
１１月１３日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区運営会議出席
１１月２７日 青少年健全育成地区委員会町田東地区定例会出席
１２月 ７日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区秋のこどもまつり前日設営出席
１２月 ８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区秋のこどもまつり当日出席
１月 ８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区運営会議出席
９月２５日 青少年健全育成地区委員会町田東地区定例会出席

１０月１８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区秋のこどもまつり実行委員会出席
１１月 ２日 青少年健全育成地区委員会町田東地区事業「せりぼうで遊ぼう」雨天中止
１１月１３日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区運営会議出席
１１月２７日 青少年健全育成地区委員会町田東地区定例会出席
１２月 ７日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区秋のこどもまつり前日設営出席
１２月 ８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区秋のこどもまつり当日出席
１月 ８日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区運営会議出席
１月２９日 青少年健全育成地区委員会町田東地区定例会出席
２月 ５日 青少年健全育成地区委員会玉川学園地区運営委員会出席
３月１９日 南大谷中学校 卒業式出席



２．２０２４年度 会計報告および会計監査報告





３．南大谷小学校父母と教職員の会　規約改定の承認

南大谷小学校父母と教職員の会　規約

第１条 この会は、南大谷小学校父母と教職員の会と呼びます。
第２条 この会は、南大谷小学校保護者と教職員が互いに学習し、理解を深め、全ての児童の　　　

健やかな成長を図ることを目的とします。
第３条 この会は、南大谷小学校保護者と教職員をもって構成し、所在地を東京都町田市南大谷     

6-16-1に置きます。また、本会の設立日を昭和49年4月1日とします
第４条 この会の運営を円滑にするために、運営委員会を置きます。
第５条 運営委員会は総会に次ぐ決議機関とします。
第６条 運営委員会は、本部役員、選出された交通安全委員・イベント委員・青少年健全育成          

地区委員、教職員若干名によって構成します。
第７条 本部は会長、副会長、会計、広報、企画、地区の各担当から構成され、会員の中からの     

立候補により選出されます。また、本部には前年度役員より相談役を若干名おけることと
します。

第８条 この会の目的を達成するため、企画担当及びイベント委員、地区担当及び交通安全委員、
手伝い並びに係を置きます。

第９条 会計監査は、保護者から２名、教職員から１名選出します。
第10条 この会は、毎年４月１日から、翌年の３月３１日までとします。
第11条 運営委員の任期は年度に合わせ1年とします。ただし、活動内容によって総会時までの任

期となる場合があります。本部役員は総会時までの任期となります。
第12条 この会の活動のために、１家庭単位で活動運営費を徴収します。金額は総会にて決定し    

ます。
第13条 この会は、ＰＴＡ団体総合保険に加入します。
第14条 定期総会は年度始めに行ない、必要に応じて臨時総会を開くことができます。
第15条 総会は本会の最高機関であって、総会の決議は出席の過半数をもって決めます。
第16条 この規約の条文は、総会で３分の２以上の賛成があれば、改廃することができます。
第17条 この会で提供してもらった個人情報は父母と教職員の会でのみ使用します。取り扱いに    

ついては別途規則を定めます。



細則（慶弔費、活動運営費及び役員特例）

第１条 弔慰金は、金5,000円とし、会員及び児童の不幸の際に支出する。
第２条 前校長、前副校長及び前会長、前年度在籍された教職員の不幸の際、弔慰金として　　　

金5,000円を支出する。
第３条 教職員家族またその他の不幸の場合はすべて弔電とする。
第４条 教職員の結婚の際、お祝い金として金5,000円を支出する。
第５条 年度途中の転入者の活動運営費は月ごとに区切り、4月から７月の転入者は活動運営費の  

全額、8月から12月は3分の2とし、１月以降の新規入会者及び短期転入者の入会希望者か
らは徴収しないものとする。尚、退会者への活動運営費の返金はしない。

第６条 会長及び副会長は、本人の希望により就任年度のポイント立ちを免除することができる。

＜規約＞
第12条 2010年5月14日 一部改定
第７条 2011年5月13日 一部改定
第７条 2012年5月11日 一部改定
第７条 2013年5月10日 追記
第７条 2014年5月  9日 追記
第17条 2019年5月10日 追記
第３条 第６条 第７条 第11条 2021年 5月14日 一部改定
第12条 2023年5月13日 一部改定
第２条 第６条 第７条 第８条 第17条 2023年11月20日 一部改定
第３条 第７条 2025年5月9日 一部改定（予定）

＜細則＞
2019年5月10日 一部改定
2021年5月14日 一部改定

第５条 2023年5月13日 一部改定
第５条 2025年5月 ９日 一部改定（予定）
第６条 2025年5月 ９日 条項追加（予定）



南大谷小学校父母と教職員の会 規約改定の承認
ー規約および細則の改定に関する補足資料ー

＜規約＞
第３条 小学校が所在する南大谷地区に住居表示変更があったため、住所を変更するものです。
【改定前】
第３条 この会は、南大谷小学校保護者と教職員をもって構成し、所在地を東京都町田市南大谷 811 番

地 1に置きます。また、本会の設立日を昭和 49 年 4 月 1日とします。
【改定後】
第３条 この会は、南大谷小学校保護者と教職員をもって構成し、所在地を東京都町田市南大谷 6-16-1

に置きます。また、本会の設立日を昭和 49 年 4 月 1 日とします。

第７条 「みんなの父母教」に記載のある「相談役」について規約に追記し、会長及び副会長のポイン
ト立ちついての記載を細則第６条に移動するものです。

【改定前】
第７条 本部は会長、副会長、会計、広報、企画、地区の各担当から構成され、会員の中からの立候補

により選出されます。また、会長及び副会長を務めた者は、本人の希望により就任年度のポイ
ント立ちを免除とします。

【改定後】
第７条 本部は会長、副会長、会計、広報、企画、地区の各担当から構成され、会員の中からの立候補

により選出されます。また、本部には前年度役員より相談役を若干名おけることとします。

＜細則＞
第５条 1月以降の転入者や短期転入者の事例が少ないこと、その割に事務負担が大きいことから徴収

しない形に変更し、「転入者」を「新規入会者」に変更するものです。
【改定前】
第５条 年度途中の転入者の活動運営費は月ごとに区切り、4月から７月の転入者は活動運営費の全額、

以下 8月から 12月は 3分の 2、1月から 3月は 3分の 1とする。また、短期転入者は 200 円と
する。尚、退会者への活動運営費の返金はしない。

【改定後】
第５条 年度途中の新規入会者の活動運営費は月ごとに区切り、4月から７月の新規入会者は活動運営

費の全額、8月から 12月は 3分の 2とし、１月以降の新規入会者及び短期転入者の入会希望者
からは徴収しないものとする。尚、退会者への活動運営費の返金はしない。

第６条 規約第７条に記載のあった会長及び副会長のポイント立ちついての記載を細則に移動するもの
です。

【改定後】
第６条 会長及び副会長は、本人の希望により就任年度のポイント立ちを免除することができる。

上記第６条を追加することに伴い、細則の内容を「慶弔費及び活動運営費」から「慶弔費、活動運営費

及び役員特例」と変更します。



４．２０２５年度 本部役員および会計監査候補の承認

本部役員および会計監査候補名簿

【本部役員】
会　長 新井　克尚

地　区
浅沼　綾乃

副会長 白石　七穂 倉方　雅行
会　計 小林　ちひろ

企　画
植田　房子

広　報
杉本　佳織 デニ喜井　愛実
望月　亜衣子

相談役
木村　あすみ
駒形　愛子

【会計監査候補（２０２4年度会計役員より選出）】
新見　小百合
髙橋　彩

担当教諭　　：　國京　真樹子先生



５．２０２５年度 運営委員候補の承認

運営委員名簿

【イベント委員】
家里　裕記子 伊藤　有香
大西　祥子 太田　徳子
阪下　晶 堀合　はるか
原　 　真琴 吉野　真衣子

担当教諭　　　　　： 小川　祐治副校長

【交通安全委員】
猪又　渓吾

担当教諭　　　　　：　　　川勝　久美子先生

【広報委員】
※委員の選出なし

担当教諭　　　　　：　　 田浦　海太郎ジャン先生

【青少年健全育成委員】
玉川地区

加藤　那奈代 丹羽　麻由美

町田東地区
中島　なおみ 土山　昌代

南第二地区
白石　七穂 古屋敷　亜理紗

担当教諭　　　　　：　　　鶴岡　武臣校長



６．２０２５年度 活動予定（案）

【運営委員会・総会】
運営委員会、定期総会開催

【役員会】
校内活動 ・役員会年 8 回程度実施

・お手伝い・係りオープンチャット管理・運営
・２０２６年度本部役員及び運営委員選出
・活動運営費集金・集計・管理
・保険手続き
・安全対策
・運動会受付・パトロール
・学習発表会（展示）手伝い
・ベルマーク回収・集計・送付
・みなみおおやまつり
・文化行事のサポート
・運営委員会・総会の準備・総括

校外活動 ・玉川学園地区交流会参加
・町田市青少年健全育成南第二地区 PTA 交流会参加
・三校交流会（南大谷中・町田第五小・南大谷小）

【広報】
・「みなみおおやだより」年 8 回程度配信・学校 HP への掲載
・「みなみおおや図鑑」みなみおおやだより創刊号として教職員紹介冊子の発行

【企画】
・みなみおおやまつり９月２７日
・文化行事（後期以降 コンサート・講習会等の企画･実施）

【地区】
・ポイント立ち当番表作成～配布
・地域のボランティアさんとのパイプ役、管理業務
・通学路危険箇所点検アンケート実施・要望書提出
・「子ども１１０番の家」継続確認
・横断旗の管理、補充



７．来年度(2025年度)予算(案)
（2025年 4月1日～2026年3月31日）

【収入の部】 （単位：円）
項   目 今年度予算 今年度決算 来年度予算 備考

前年度繰越金 703,792 703,792 509,823 
　 活動運営費 459,000 603,000 449,500 4/22　入会家庭数304、教職員29

雑収入(印刷費・利息含） 0 10,810 0 
合      計 1,162,792 1,317,602 959,323 

【支出の部】 （単位：円）
項    目 今年度予算 今年度決算 来年度予算 備考

活
動
費

企画委員会 275,000 215,659 255,000 
地区委員会 65,000 50,598 56,000 
環境整備費 20,000 19,134 20,000 
印刷費 55,000 83,203 60,000 
消耗品・雑費 30,000 21,874 30,000 
慶弔費 20,000 0 20,000 
備品・修繕費 20,000 0 20,000 

地域協力費 5,000 4,792 0 フラッグアート
活動終了の為

役員活動費・通信交通費 12,000 11,000 13,000 

ＰＴＡ団体総合保険料 55,000 44,654 70,000 個人情報漏洩補償保険
加入の為

卒業祝費 110,000 114,490 120,000 卒業証書ﾎﾙﾀﾞｰ
物価高騰の為

入学準備費 15,000 8,825 27,000 220円×120名+@
新入生へのプレゼント費用

予備費 280,792 33,550 68,323 
小  計① 962,792 607,779 759,323 

積
立
金

学校記念行事準備金 200,000 200,000 200,000 
備品購入準備金 0 0 0 
準備金予備 0 0 0 

小  計② 200,000 200,000 200,000 
次年度繰越金③ 0 509,823 0 

合 計（①+②+③） 1,162,792 1,317,602 959,323 

【積立金残高】 （単位：円）
項  目 前年度末 今年度末 来年度末予定額 備考

学校記念行事準備金 100,000 300,000 500,000 60周年記念行事、閉校記念行事

備品購入準備金 805,011 805,011 805,011 
準備金予備 550,000 550,000 550,000 

合     計 1,455,011 1,655,011 1,855,011 


